
令和８年 花見山物産ひろば出店規則 

 

１．花見山物産ひろば（以下「物産ひろば」という。）は、以下の目的を達成するために開設する。 

 （１）物産品及び飲食物（以下「物産品等」という。）の販売店舗を配置し、花見山周辺の景観にふ

さわしい物産品等の販売とイメージアップを図ること。 

 （２）「花見山」「福島」をイメージできる物産品等の展示販売を併せて行い、ブランド化を推進す

ること。 

 （３）多くの来訪者に満足していただき、市内消費額の増加を図ること。 

 

２．開設期間は、令和８年３月２８日から令和８年４月１９日までとし、午前９時３０分から午後４時

までを共通営業時間とする。 

 

３．出店者は、物産ひろばの開設目的を理解し、次のいずれかに該当する者とする。なお、営業に際し

て必要な許可、免許等を有すること。 

 （１）福島市に事業所を有する法人、団体または個人 

 （２）その他、花見山観光振興協議会長（以下「会長」という。）が認めた場合 

 

４．出店にあたっては、別に定める事項すべてを誓約し、主催者である花見山観光振興協議会（以下「主

催者」という。）及び福島市保健所の指示に従って出店すること。 

 

５．次のいずれかに該当する者は、直ちに店を退去させるものとする。 

 （１）指定場所を他人に譲渡（名義貸し）又は移動交換した者 

 （２）主催関係者に暴言・暴力等の行為を行った者 

 （３）その他、本規則に定める事項を遵守しない者 

 

６．物産ひろばに出品できる品目は、以下のとおりとする。ただし、事前に申告した商品以外のものを

販売してはならない。 

 （１）地元（渡利地区）の地域振興につながるもの。 

 （２）福島を代表する物産品等のブランド化及び市内消費額増加が期待できるもの。 

 （３）福島市保健所が定める仮設店舗で提供できるもの。 

 （４）その他、必要な事項は別に定める。 

 

７．商品等の管理は出店者の責任において行い、以下のとおりとする。 

 （１）商品等の搬入・搬出は指定された場所を利用し、午前９時までに作業を終了し、市道から車を

移動すること。 

 （２）商品を説明できる販売員を営業時間に必ず配置すること。 

 （３）商品には、販売価格を表示するとともに、食品表示法・計量法・その他の法令等に規定する商

品名称・消費期限又は賞味期限・量目・原材料名・製造者（販売者）の住所、氏名等必要な表示

を行うこと。 

 （４）お客様の不信感を招かないよう良心的な販売価格と品質保持に努めること。 

 （５）食品を扱う場合は食中毒の防止に努めること。また、残入農薬の問題が生じないよう注意する

こと。主催者は一切責任を負わない。 

 （６）出店者間で生じた問題は、当事者間で解決すること。主催者は一切責任を負わない。 

 （７）必要に応じ、放射性物質検査結果報告書を用意すること。 

 

 



８．出店料は、以下のとおりとする。なお、出店者の決定後に出店者の都合で出店を辞退する場合、出

店料は返還しないものとする。 

 （１）環境整備協力金 １小間あたり５０，０００円 

 （２）物産ひろばにおける売上の３％ 

 

９．電気使用料は出店者の負担とし、開設期間後に精算するものとする。 

 

10．良好な販売環境を自主的に保持することを目的に、開設期間中の出店者全員を「花見山出店者の会」

として構成し、所掌事項は以下のとおりとする。 

 （１）物産ひろば内の休憩所（テーブル・イス）の整理整頓や清掃作業を行うこと。 

 （２）お客様からゴミの処分を求められた場合、自己の販売において発生したゴミの回収はもちろん

のこと、他店のゴミの回収についても出店者間で協力し合い処理すること。 

 （３）その他出店者間で生じた問題は極力自主的に協議・調整すること。 

 

11．「花見山出店者の会」の中から責任者を１名決めること。責任者の所掌事項は以下のとおりとする。 

 （１）物産ひろば内の連絡調整等を目的に開設初日に朝礼を実施すること。 

 （２）他の出店者に対し出店規則の徹底や衛生管理・事故防止のための毎日の自主点検を適宜呼び掛

けること。 

（３）出店者間の問題やお客様からの苦情等の窓口となり、一本化して本事務局に報告するとともに、

問題解決のために調整・指導を行うこと。 

 

12．その他、出店にあたっての留意事項は、以下のとおりとする。 

 （１）開設期間中、共通営業時間は必ず営業すること。やむを得ない事情により営業できない場合は、

必ず事前に責任者、及び本部事務局へ連絡すること。 

 （２）安全管理・衛生管理等を徹底し、事故防止に努めるとともに、花見山物産ひろばの円滑な運営

に協力すること。 

 （３）火気の使用には十分注意をし、火気を使用する出店者は、消火器等を常備すること。 

 （４）看板については、出店者が準備するものとし、花見山の景観や周辺店舗と調和したデザイン及

び規格とすること。 

 （５）拡声器の使用や過度な客引きなど、花見山周辺の秩序を乱す行為は認めないものとする。 

 （６）出店場所の使用に当たり汚れ等に注意を払うとともに、出店者が退出する際は、毎日必ず出店

した場所の清掃とごみの持ち帰りを行うこと。 

 （７）その他、周囲の妨害や迷惑等とならないように十分注意すること。 

 （８）主催者はいかなる理由においても開設期間中の売り上げ補償は行わない。 

 （９）天災その他の不可抗力によって物産ひろばが開設不能または継続困難となった場合、中止・中

断によって生じた一切の出店者の損害について、主催者は責任を負わないものとする。 

 （10）物産ひろばにおける事故等については、明らかに主催者が負うべきもの以外は出店者または当

事者が負うものとする。 

 

13．開設期間の変更は、天候事情や花の開花状況等により止むを得ない場合であるとしても、お客様の

利便性を第一に考え、「花見山出店者の会」の意見を聴取の上、会長が決定するものとする。 

 

14．この規則に定めのない事項または疑義が生じたときは、会長が定める。 


